
平成２７年度第７回理事会議事概要

日 時 ： 平成２７年１０月９日（金）１５：３０～１６：３０

場 所 ： 森林総合研究所特別会議室

出席者 ： 理事長 沢田 治雄

理事（企画・総務・森林保険担当） 鈴木 信哉

理事（研究担当） 田中 浩

理事（育種事業・森林バイオ担当） 渡邉 聡

理事（森林業務担当） 奥田 辰幸

監事 鈴木 直子

監事 平川 泰彦

総括審議役 石田 祐二

総括審議役 水間 史人

総括審議役 猪島 康浩

審議役 安樂 勝彦

企画部長 高橋 正通



１．開会

２．議事

（石田総括審議役）

ただいまより、平成２７年度第７回理事会を開催いたします。本日は議題が

１件、報告事項が１０件となっております。順次説明をお願いいたします。

（１）運営費交付金債務（繰越金）の使途について

（鈴木理事）

資料Ⅰ－１をご覧ください。運営費交付金に残余が生じた場合は、中期計画

期間中は翌年度に繰り越しができることとなっておりますが、今年度で今次中

期計画が終了します。このため、現在の残余金については、当初予算の積算に

組み込んでいなかったものであり、その性格上、決算等に関連して実績の説明

が求められます。このため、優先度が高く、当初予算に計上するになじまない

ものであって、対外的に説明可能なものに充当する必要があります。特に、一

般管理費については対前年度比３％削減という方針の下で、高熱水料等の義務

的経費以外を当初予算に計上することができないこと、施設費についても使途

が限定される情勢にあることから、一般管理費及び施設費に該当する義務的な

支出であって、予算的制約から計画できなかったものに充てることとしたいと

考えております。

なお、この繰越金の使途につきましては理事会の了承を得て執行することと

しており、資料に示しました８項目の修繕、改修工事、システム更新について

提案いたします。

（理事長）

本件議題は理事会として了承されました。

（石田総括審議役）

本日の議題は以上です。続いて報告事項の説明に移ります。

（２）森林総合研究所創立１１０周年記念行事について

（鈴木理事）

当森林総合研究所は林業試験場設立以来１１０年を迎えます。研究所では所

では１０年ごとに記念行事を行っており、来る１０月３０日に林野庁担当課長



ほかのご来賓をお招きし記念式典を開催することとしております。また、理事

長賞受賞講演、記念植樹、祝賀会を予定しております。

併せまして、記念誌「森林総合研究所百十年のあゆみ」を電子版で発刊する

こととしております。詳細は資料Ⅱ－１に示した内容になっております。

（３）平成２８年４月１日付け一般職新規採用試験応募状況等について

（鈴木理事）

資料Ⅱ－２をご覧ください。平成２８年４月１日付け一般職員の採用試験に

つきましては、研究所分として４名の採用を予定しており、一次試験は９月１

７日に本所及び関西支所において２５名が受験しました。二次試験はこのうち

１０名について１０月１３日につくば市で行い、最終的には４名を選考するこ

ととしております。

また、林木育種センターにつきましては国家公務員採用一般職試験（大卒程

度、区分：林学）の一次試験合格者の中から８名が９月１０日に日立市で面接

試験を受験し、最終的には２名を選考することとしております。

（水間総括審議役）

森林整備センターに係る平成２８年４月１日付け職員の採用試験につきまし

ては、事務系、技術系合せて６名の採用を予定しておりました。受験応募者数

は８５名、このうち一次試験合格者数６３名、二次試験合格者数１８名となり

ましたが、最終的に男性１名、女性１名の２名が合格しました。この結果採用

者数が予定数に満たなかったことから、平成２８年度中途採用を行うことを検

討いたします。

（４）平成２８年４月期の研究職の採用について

（鈴木理事）

資料Ⅱ－３をご覧ください。６月の理事会におきまして、研究職員の採用を

１０名程度採用したいと報告いたしましたが、人件費予算について未確定部分

がありますので、４月期については８名程度の採用とし、このうち１名につい

てはテニュア型任期付き職員の採用を行うこととし、未確定部分が解消された

時点で１０月期以降の採用を検討したいと考えています。また、研究所の年齢

構成が４０代後半から５０代に集中しており、年齢の平準化が必要と考えてお

り、このことも含めて採用について検討する必要があると考えております。

（５）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」への対応について



（石田総括審議役）

資料Ⅱ－５をご覧ください。平成２７年８月２８日に「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律」が成立し、３００人を超える企業に、平成２８

年４月１日までに女性活躍に係る状況の把握と課題の分析、数値目標を含めた

行動計画の策定、女性の活躍状況に係る情報の公表等が義務付けられたところ

です。当研究所もこれらの措置を講じなければならないこととなり、今後示さ

れる関係省令や指針に基づき適切に対応してまいります。なお、当研究所にお

ける女性の人数は１５９名、全体に占める割合は約１５％となっております。

（６）「障害者差別解消法」への対応について

（石田総括審議役）

資料Ⅱ－６をご覧ください。平成２５年６月２６日に「障害を理由とする差

別の解消の推進に関する法律」が公布され、この法律に基づき独立行政法人を

含む行政機関等は、平成２８年４月１日の同法律施行日までに、「障害を理由

とする差別の解消解消の推進に関する基本方針」に即して職員対応要領を定め

ることとなりました。

現在、この要領を定めるための手続きとしまして、原案を作成し、さる７月

３１日に農林水産省関係機関のヒアリングを受け、原案を一部修正のうえ、９

月１４日から当所ホームページにおいてパブリックコメントを募集していると

ころです。今後、パブリックコメントの意見を踏まえ対応要領の決定、所内周

知を図り、４月１日に施行する予定です。

（理事長）

パブリックコメントについて、意見等は寄せられていますか。

（石田総括審議役）

現在募集中ですが、既に数件の意見等が寄せられております。

（鈴木理事）

この対応要領は各センターも含め、当研究所全体として取り組んでいくこと

になります。それぞれにおいて、施行されるまでの間、何をすべきかを検討し

適切に対応して頂きたいと思います。

（７）マイナンバー制度導入に伴う対応について

（石田総括審議役）



資料Ⅱ－７をご覧ください。「行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律」、いわゆるマイナンバー法の施行により、平成

２８年１月から社会保障・税・災害対策の各分野で利用されることとなってお

ります。

当研究所におきましても本制度に対応するため、現在、安全管理措置として

「特定個人情報の保護に関する取扱規程」の策定作業を行うなど、準備を進め

ているところです。

（奥田理事）

必要な予算については２８年度予算で要求していくこととしておりますが、

制度スタートが平成２８年１月からとなると本年度分について間に合わないも

のがあるのではないでしょうか。

（石田総括審議役）

一部マイナンバーがスタートいたしますが、問題の生じないように対応して

まいります。なお、今後詳細が明らかになってきましたら、役職員へ周知を図

り、混乱が生じないよう努めてまいりたいと考えております。

（８）情報セキュリティー対策に係る今後の対策について

（高橋企画部長）

日本年金機構における個人情報流出事案を踏まえ、当研究所におきましても

情報セキュリティー対策に万全を期すよう取り組んでいるところですが、この

たび、内閣サイバーセキュリティーセンターからの「独立行政法人等における

セキュリティー対策の強化等について」ならびに農林水産省からの「日本年金

機構における個人情報流出事案を踏まえた点検について」を踏まえ、今後の対

応について検討してきました。

この結果、今後対応が必要な事項として、情報セキュリティーに対応出来る

システムの構築、インシデントへの対応体制構築、情報セキュリティー監査の

強化の３つを柱として、資料Ⅱ－８に示した対応方針に基づき所要の措置を講

じていくこととしています。

（安樂審議役）

情報セキュリティー監査は内部監査の一環として行うのですか。

（石田総括審議役）



この情報セキュリティー監査は、外部の情報セキュリティーに係る専門家に

よる監査を想定しております。

（鈴木理事）

情報システムは本所とセンターで分かれているものもあります。全体として

漏れのないよう対応してまいります。

（９）地方公共団体に対する森林保険の加入促進の取組について

（猪島総括審議役）

森林保険センターでは、森林国営保険からの円滑な承継を確実に行うととも

に、新たな森林保険の加入促進を図るうえで、地方公共団体への取組が重要で

あることを踏まえ、資料Ⅱ－９にお示しする取組を予定しております。

具体的には、林野庁と連携して実施するものとして、林野庁が主催し都道府

県の造林林道関係の実務担当者が出席する「森林整備事業ブロック別打合せ会

議」、各森林管理局が主催し国有林が所在する市町村長等が出席する「国有林

野等所在市町村長有志連絡協議会」において、森林保険の加入促進に係る資料

を配布、説明を行い、加入促進について呼びかけを行うことを予定しておりま

す。

また、森林保険センター単独で実施するものとして、島根県、鹿児島県森林

組合連合会と連携して市町村有林の森林保険加入の呼びかけを行うなど、今後

とも継続的に公有林に対する働きかけを予定しています。

報告事項は以上です。

これにて平成２７年度第７回理事会を終了いたします。

次回の平成２７年度第８回理事会は１１月１３日(金)に森林総合研究所特別

会議室において開催予定です。

３．閉会


